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平
成
18
年
度

町
の
家
計
簿

決
算

平
成
18
年
度
の
町
の
決
算
が
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

町
が
行
っ
て
い
る
事
業
は
、
皆
さ
ん
が
納
め
た
税
金
や
、
国
・
県
か
ら
の
補
助
金
な
ど
で

ま
か
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

決
算
は
、
こ
の
お
金
が
住
民
の
皆
さ
ん
の
暮
ら
し
や
ま
ち
づ
く
り
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に

い
か
さ
れ
て
き
た
か
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

今
月
号
で
は
決
算
の
あ
ら
ま
し
を
紹
介
し
ま
す
。

歳入　35億3378万2千円 一般会計

町に入ってきたお金

地方交付税

●所得税など国が徴収した税金の中から、
町の財政状況、地域特性に応じて交付さ
れるお金

町税

●みなさんが町に直接納めたお金（町民税、
固定資産税など）

町債

●大きな事業をおこなうために、国や関係
機関から借り入れたお金

国庫・県支出金

●事業などの実施において特定の目的の財
源として、国や県から交付されたお金

地方消費税交付金

●消費税の一部から交付されるお金

地方譲与税

●国税として徴収した税金の中から、町に
譲与されるお金

地方特例交付金

●恒久的な減税にともなう地方税の減収の
一部を補てんするための地方税の代替的
性格を有する財源で、国から交付される
お金

用語の説明

歳入は引き続き減少
（ ）内は平成17年度との比較で▲は減少を表しています。
○臨時財政対策債（▲10.9％、▲20,800千円）
○地方特例交付金（▲7.1％、▲2,895千円）
○国庫支出金（▲29.8％、▲58,745千円）
○地方交付税　（▲14.1％、▲207,609千円）
○地方税（▲0.8％、▲9,817千円）
○地方譲与税（＋33.4％、27,556千円）
※地方譲与税には配当割交付金、株式譲渡割交付金を含む
○地方消費税　（＋4.3％、3,257千円）

地方交付税
35.8％

12億
6480万円

町税
33.3％

11億
7528万5千円

町債 8.2％
２億9060万円

国庫支出金 3.9％
１億3741万2千円
県支出金 3.3％
１億1802万円
繰越金 3.1％
１億890万8千円

地方譲与税　　 2.7％ 9576万2千円

地方消費税交付金 2.2％ 7860万7千円

その他　7.5％
２億6438万8千円

地方特例交付金、使用料及び手数料、諸収入、
分担金及び負担金、自動車取得税交付金、利
子割交付金、株式等譲渡所得交付金、配当割
交付金、繰入金、財産収入、交通安全対策特
別交付金

決
算
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民生費

●児童福祉や高齢福祉、障害福祉など
に使われているお金

公債費

●町が借りたお金を返すためのもの

総務費

●町の財産管理、税務、住民登録、選
挙、広報、統計など町の総括的な事
務に使われるお金

教育費

●学校の増改築、学校運営、社会教育、
生涯学習、文化財保護などに使われ
るお金

土木費

●道路の整備などに使われているお金

衛生費

●各種検診や予防接種、ごみの処理な
どに使われるお金

消防費

●広域消防の運営・消防団の運営や消
防施設の整備、防災事業などに使わ
れるお金

議会費

●町議会の運営や町議会議員の報酬な
どに使われるお金

農商工業費

●農商工業の振興や農道の整備、観光
の振興に使われるお金

用語の説明

歳出 34億8303万4千円 一般会計

町が使ったお金

お金の使い道、見方を変えると

～主な性質別経費の状況～

（ ）内は平成17年度との比較で▲は

減少を表しています。

○人件費　940,213千円

（▲1.3％、▲12,177千円）

○物件費　413,187千円

（▲6.9％、▲30,610千円）

○維持補修費　23,083千円

（+11.3％、+2,339千円）

○扶助費　210,009千円

（+8.1％、+15,795千円）

○補助費等　436,430千円

（▲8.8％、▲42,225千円）

○公債費　738,204千円

（▲29.2％、▲304,842千円）

○積立金　76,530千円

（▲31.3％、▲34,917千円）

○繰出金　394,463千円

（+0.6％、+2,338千円）

○投資的経費　250,915千円

（▲24.6％、▲81,886千円）

平成18年度普通会計決算の特徴は、歳入において平成17年度に比べて所得譲与税が28,919千円増加した
ものの普通交付税と臨時財政対策債がそれぞれ207,609千円、20,800千円減少するなど主要な一般財源が
199,490千円減少しました。
歳出においては、集中改革プランに基づき、行財政改革を着実に進めたことにより、人件費・物件

費・補助費において平成17年度に比べ合計85,012千円減額となり、また、普通建設事業においても81,886
千円減額となりました。
これらのことにより、平成17年度に引き続き、貯金を取り崩さないで決算することができ、歳入総額

3,566,985千円、歳出総額3,534,587千円となり実質収支は32,398千円の黒字となりますが、単年度収支にお
いては78,477千円の赤字となりました。
※普通会計とは、一般会計と住宅新築資金等貸付事業特別会計と水洗便所改造資金貸付事業特別会計
をあわせたものをいいます。

民生費
27.2％

９億

4628万7千円

公債費
21.2％

７億

3820万4千円

総務費　 14.2％
４億

9326万1千円

教育費　 13.0％
４億

5179万4千円

土木費　 9.1％
3億1939万4千円

衛生費　 5.5％
１億9149万9千円

消防費　 5.3％
１億8403万7千円

その他　4.5％
１億5855万8千円

議会費（2.5％、8681万8千円）
農商工業費（1.2％、4214万3千円）
諸支出金（0.8％、2959万7千円）
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一
般
会
計
の
ほ
か
に
町
に
は
、

特
定
の
目
的
の
た
め
の
会
計
が
あ
り
ま
す
。

ど
の
会
計
も
、
皆
さ
ん
の
暮
ら
し
に

密
着
し
た
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

民健康保険特別会計
○歳入････８億9254万１千円　●歳出･･･８億5122万８千円

国民健康保険に加入している方の医療費等をまかなう会計です。主な歳入は、

保険税と国庫支出金。主な歳出は、保険給付費（医療費）と老人保健への拠出金

です。

人保健特別会計
○歳入･･･７億5290万５千円　●歳出･･･７億7374万６千円

75歳以上の方等の医療費をまかなう会計です。主な歳入は支払基金交付金と

国や県からの支出金、一般会計からの繰入金。歳出は97.2％が医療費です。

宅新築資金等貸付事業特別会計
○歳入･･･3460万３千円　●歳出･･･5295万４千円

住宅環境を改善するための会計です。主な歳入は、貸付金の回収金や県支出

金で、主な歳出は、起債の償還金です。

護保険事業勘定特別会計
○歳入･･･５億3596万６千円　●歳出･･･５億1577万１千円

介護保険給付を行う会計です。主な歳入は保険料と支払基金交付金、国、県

と町からの支出金。歳出は91.7％が保険給付費です。

護保険介護サービス事業勘定特別会計
○歳入･･･9366万９千円　●歳出･･･9339万２千円

介護保険サービスを供給するための会計です。主な歳入は、サービス収入で、

歳出は、通所介護サービス・認知症対応型共同生活介護事業の実施にあてられ

ています。

共下水道事業特別会計
○歳入･･･３億6764万１千円　●歳出･･･３億6764万１千円

下水道事業を行うための会計です。主な歳入は、下水道使用料と一般会計か

らの繰入金、下水道整備を行うために借り入れた町債です。歳出は、下水道の

整備、維持管理と起債の償還金にあてられています。

洗便所改造資金貸付事業特別会計
○歳入･･･1300万円　●歳出･･･1300万円

公共下水道の推進にあわせて、便所の水洗化の促進を図るための会計です。

平成18年度末で会計を閉鎖しました。

道事業会計
○収益的収入･･･２億4156万３千円　●収益的支出･･･２億3191万７千円
○資本的収入･･･7198万９千円　　　●資本的支出･･･8970万５千円

水道事業の経営のための会計です。歳入の大部分は、皆さんが支払った水道
料金です。歳出は安全な水を供給するための費用です。

特別会計

（歳入）

26億
9032万円5千円

（歳出）

26億
6773万円2千円

企業会計

国

老

住

介

介

公

水

水
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議
会
だ
よ
り
　
平
成
19
年
第
３
回
定
例
会

平
成
18
年
度
一
般
会
計
・
特
別
会
計
決
算
な
ど

14
案
件
を
可
決
・
承
認

☆
認
定
第
１
号

平
成
18
年
度
川
西
町
一
般
会
計
・
特
別

会
計
決
算

☆
認
定
第
２
号

平
成
18
年
度
川
西
町
水
道
事
業
会
計
決
算

認
定
第
１
号
及
び
第
２
号
に
つ
い
て

は
、
前
年
度
各
会
計
の
決
算
を
報
告
し
た

も
の
で
す
。

☆
議
案
第
33
号

平
成
19
年
度
川
西
町
一
般
会
計
補
正
予
算

総
務
費
で
は
、
自
治
会
の
地
域
集
会
所

等
の
改
修
、
整
備
の
補
助
、
教
育
費
で
は
、

小
学
校
校
舎
の
耐
力
度
調
査
費
用
な
ど
の

増
額
補
正
で
す
。

☆
議
案
第
34
号

平
成
19
年
度
川
西
町
介
護
保
険
事
業
勘

定
特
別
会
計
補
正
予
算

第
一
号
被
保
険
者
保
険
料
の
還
付
金
の

増
額
補
正
で
す
。

☆
議
案
第
35
号

平
成
19
年
度
川
西
町
住
宅
新
築
資
金
等

貸
付
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

繰
上
げ
償
還
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

公
債
費
の
増
額
補
正
で
す
。

☆
議
案
第
36
号

平
成
19
年
度
川
西
町
公
共
下
水
道
事
業

特
別
会
計
補
正
予
算

料
金
の
過
誤
納
還
付
に
伴
う
増
額
補
正

で
す
。

☆
議
案
第
37
号

川
西
町
税
条
例
の
一
部
改
正

地
方
税
法
等
の
改
正
に
伴
い
町
条
例
の

整
備
を
行
っ
た
も
の
で
す
。

☆
議
案
第
38
号

川
西
町
農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委

員
定
数
条
例
の
一
部
改
正

行
財
政
改
革
に
準
じ
選
挙
に
よ
る
委
員

定
数
を
15
名
か
ら
10
名
に
削
減
し
た
も
の

で
す
。

☆
議
案
第
39
号

奈
良
県
住
宅
新
築
資
金
等
貸
付
金
回
収

管
理
組
合
規
約
の
変
更

☆
議
案
第
40
号

川
西
町
土
地
開
発
公
社
定
款
の
変
更

議
案
第
39
号
及
び
第
40
号
に
つ
い
て

は
、
郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
い
規

約
等
の
文
言
を
整
備
し
た
も
の
で
す
。

☆
議
案
第
41
号

川
西
町
道
路
線
の
認
定

ハ
ッ
ピ
ー
タ
ウ
ン
自
治
会
内
道
路
の
認

定
を
し
た
も
の
で
す
。

☆
議
案
第
42
号

安
堵
町
公
共
下
水
道
施
設
を
川
西
町
住

民
の
使
用
に
供
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て

安
堵
町
の
公
共
下
水
道
施
設
を
川
西
町

住
民
が
使
用
す
る
に
あ
た
り
議
決
を
得
た

も
の
で
す
。

☆
同
意
第
４
号

川
西
町
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命

福
西
恭
子
教
育
委
員
の
任
期
満
了
に
伴

い
、
引
き
続
き
選
任
し
同
意
を
得
た
も
の

で
す
。

☆
発
議
第
４
号

割
賦
販
売
法
の
改
正
を
求
め
る
意
見
書

ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
に
よ
る
物
品
の
購
入

に
関
し
、
消
費
者
被
害
が
多
発
し
て
い
る

現
状
に
鑑
み
、
関
係
法
令
の
整
備
、
改
正

を
求
め
る
要
請
書
で
す
。

平
成
19
年
第
３
回
定
例
会
が
、
９
月
11
日
か
ら
21
日
ま
で
の
日
程
で
開
催
さ
れ
、
平
成

18
年
度
一
般
会
計
・
特
別
会
計
決
算
を
始
め
平
成
19
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
な
ど
14
案

件
に
つ
い
て
、
慎
重
に
審
議
さ
れ
、
い
ず
れ
も
原
案
ど
お
り
可
決
・
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

審
議
案
件
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。
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平成20年４月から　現在の老人保健制度が
「後期高齢者医療制度」に変わります。
平成20年４月から　現在の老人保健制度が
「後期高齢者医療制度」に変わります。
平成20年４月から　現在の老人保健制度が
「後期高齢者医療制度」に変わります。

Q：現在の「老人保健制度」はどうなるの？
A：現在の「老人保健制度」は廃止され、平成20年４月から「後期高齢者医療制度」

が始まります。

Q：「後期高齢者医療制度」ってなに？
A：急速な高齢化にともない、高齢者の医療費が増大しています。

現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、公平で分かりやすい

制度とするために75歳以上の高齢者を対象に、その心身の特

性や生活実態などをふまえ新たに創設された制度です。

Q：「保険証」はどうなるの？
A：被保険者全員に、保険証が１人に１枚交付されます。

■広域連合の役割

県内の全市町村が加入する、広域連合が

「後期高齢者医療制度」を運営し、

※保険料の決定

※医療給付

などを行います。

■市町村の役割

※保険料の徴収

※申請や届出の受付

※保険証の引渡し

などを行います。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Q：「後期高齢者医療制度」のポイントは？
A：（１）加入する保険は？

平成20年4月以降、被保険者となる方は、現在加入中の国民健康保険や被

用者保険の資格がなくなり、新しい「後期高齢者医療制度」に加入します。

（２）対象となる人は？

○75歳以上の人

○65歳以上で寝たきり等の一定の障害のある人

（広域連合に認定を受けた人が対象となります）

※現在、認定を受けている人は引続き「広域連合の認定を受けたものとみな

される」予定です。

（３）対象となるのは？

※75歳の誕生日当日から「後期高齢者医療制度」で医療を受けます。

※65歳以上で寝たきり等の一定の障害のある人で、広域連合で認定を受け

たとき、または広域連合の区域内である市町村に転入してきたとき。
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平成20年度から所得の申告が必要です。平成20年度から所得の申告が必要です。平成20年度から所得の申告が必要です。

奈良県後期高齢者医療広域連合ホームページ
http://www.nara-kouiki.jp/index.html

A：原則「１割」です。ただし現役並み所得者は「３割」負担となります。現在の老人

保健制度と変わりません。給付も同様に受けることができます。

A：届出の必要はありません。平成20年３月下旬に、市町村が「保険証」を送付します。

平成20年４月以降、75歳になられる方についても、その都度、市町村から「保険証」を送付します。

◎１年間（H19年中）全く所得がなかった人や、所得が少なく所得税や市町村民税・県民税が
かからない人でも、「後期高齢者医療保険料の算定」のため「簡易申告」が必要です。

なお、申告しなかった場合には、下記の軽減措置を受けることができません。

・後期高齢者医療保険料の軽減措置

・高額療養費の負担区分

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Q：「資格取得の届出」はいるの？

Q：お医者さんにかかるときの「自己負担」はどうなるの？

Q：「障害認定」の取下げ請求は？
A： 現在、老人保健制度において市町村の障害認定を受けている方については、平成20年４月

以降はそのまま、後期高齢者医療の被保険者となります。
なお、障害認定により被保険者となった方は、障害認定の取下げ申請をすることで被保険者

資格を喪失することができます。
又、75歳到達までに一度取下げをしても、再度「障害認定申請」を行うことは可能です。

【後期高齢者医療制度加入の場合・・・】
※保険料を負担することになります。
※医療機関での窓口負担は「１割」となります。（現役並み所得者は３割）

【障害認定を取下げた場合・・・】
※国民健康保険または被用者保険（健康保険組合や共済組合等）に加入していただく必要が
あります。
※医療機関での窓口負担は通常「３割」となります。

■国民健康保険の場合

国民健康保険で保険料（税）を納めていた

だくことになります。

詳細については、市町村窓口へご確認くだ

さい。

■被用者保険の場合

被用者保険（健康保険組合や共済組合等）

に加入してください。（被扶養者含む。）

詳細については、ご加入の被用者保険へご

確認ください。

奈良県後期高齢者医療広域連合ホームページ
http://www.nara-kouiki.jp/index.html
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環
境
ニ
ュ
ー
ス

問
い
合
わ
せ
　
役
場
住
民
福
祉
課
　
1
０
７
４
５
―
44
―
２
２
１
１
（
内
線
１
８
１
）

12
月
か
ら
ご
み
収
集
日
を
一
部
変
更
し
ま
す
。

平
成
19
年
８
月
よ
り
ご
み
の
細
分
化
を

行
い
皆
様
に
ご
協
力
い
た
だ
い
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
が
、
資
源
ご
み
収
集
日
を
12
月

収
集
よ
り
下
記
の
表
の
と
お
り
変
更
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
変
更
と
な
る
の
は
、

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
と
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
曜

日
で
す
。
現
在
は
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
が
月
二

回
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
が
月
一
回
と
な
っ

て
お
り
ま
す
が
、
ご
み
の
排
出
状
況
を
確

認
し
ま
す
と
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
が
大
変
多

い
状
況
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
12
月

よ
り
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
を
月
二
回
、
ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
を
月
一
回
に
変
更
し
ま
す
。

ご
み
を
出
し
て
い
た
だ
く
際
は
ご
み
の

カ
レ
ン
ダ
ー
で
曜
日
を
確
認
し
、
決
め
ら

れ
た
曜
日
に
決
め
ら
れ
た
出
し
方
で
ご
み

を
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
に
お
願
い

し
ま
す
。
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
・
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
類
の
出
し
方
に
つ
い
て
は
８
月
よ
り
お

知
ら
せ
し
て
い
る
と
お
り
で
す
。

12
月
以
降
の
カ
レ
ン
ダ
ー
も
今
月
号
広

報
と
一
緒
に
配
布
し
て
お
り
ま
す
の
で
併

せ
て
確
認
お
願
い
し
ま
す
。

※ペットボトル・プラスチック類以外の収集日については変更ありません。

可
　
燃
　
ご
　
み

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル

ダ
ン
ボ
ー
ル

飲
　
料
　
カ
　
ン

不
　
燃
　
ご
　
み

粗
　
大
　
ご
　
み

有
　
害
　
ご
　
み

収　集　地　区

Ａ地区
梅戸、唐院、保田
喫茶「よりみち」前

Ｂ地区
結崎団地（３・４・５丁目）、
ハッピータウン、結崎南団地、
美ノ城南側、中村防火水槽前、
ル･ソレイユ、マック結崎、
上出屋敷、美幸、下永中嶋

Ｃ地区
中村、市場、辻、
井戸、美ノ城北側、出屋敷、
上下水道課前、上吐田、北吐
田、南吐田

Ｄ地区
東城、西城、東方、南都銀行
結崎支店駐車場前、結崎団地
（１・２・６・７・８丁目）、
中村横田団地

月
　
・
　
木

第
４
金
曜
日

第
１
・
３
金
曜
日

第
２
金
曜
日

第
３
火
曜
日

第
１
・
３
水
曜
日

第
２
水
曜
日

月
　
・
　
木

第
４
金
曜
日

第
１
・
３
金
曜
日

第
２
金
曜
日

第
３
火
曜
日

第
１
・
３
水
曜
日

第
４
水
曜
日

火
　
・
　
金

第
３
木
曜
日

第
２
・
４
木
曜
日

第
１
木
曜
日

第
３
月
曜
日

第
２
・
４
水
曜
日

第
１
水
曜
日

火
　
・
　
金

第
３
木
曜
日

第
２
・
４
木
曜
日

第
１
木
曜
日

第
３
月
曜
日

第
２
・
４
水
曜
日

第
３
水
曜
日
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障
害
の
あ
る
方
の
駐
車
規
制
等
の

除
外
措
置
の
改
正
に
つ
い
て

平
成
19
年
９
月
30
日
よ
り
駐
車
規
制
等
の
除
外
措
置
標

章
交
付
内
容
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

主
な
改
正
点
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◎
変
更
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
及
び
標
章
の
交
付
手
続
き

に
つ
い
て
は
、
最
寄
り
の
警
察
署
（
川
西
町
は
田
原
本

警
察
署
管
轄
）
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

１．交付方法の変更

※　車両を有していない方でも標章の交付が受けられます。
※　タクシーや他の方の車両に乗車する場合にも標章が使用できます。

改正前 改正後

車両を特定し交付 対象者本人に交付

３．交付対象となる障害等級等

４．経過措置
○ 現在、標章の交付を受けておられる方の標章については、その標章の有効期限が満了するまでは、新様
式の標章とみなしますので、取り替え手続きは必要ありません。
○ 現在、標章の交付を受けている方で、今回の改正により対象外となる方については、一律に、施行の日
から３年間（平成22年９月29日まで）を準備の期間として、標章を交付します。

障害の区分 改正前 改正後

視覚障害 １級及び２級 １級から４級の１種

聴覚障害 ２級 ２級及び３級

平衡機能障害 該当なし ３級

上肢不自由 該当なし １級から２級の１種

下肢不自由 １級から４級 １級から３級の１種

体幹不自由 １級から３級 １級から３級

１級及び２級（上肢の運動機能障害

乳幼児期以前の非進行性の
上肢 該当なし

を除く。）

脳病変による運動機能障害 １級から３級（下肢の運動機能障害
移動 １級から４級

を除く。）

心臓等内部機能障害 １級及び３級 １級及び３級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 １級から３級 １級から３級

知的障害者 重度（A） 重度（A）

精神障害者（新規対象） 該当なし １級

視覚障害 該当なし 特別項症から第４項症

聴覚障害 該当なし 特別項症から第４項症

平衡機能障害 該当なし 特別項症から第４項症

上肢不自由 該当なし 特別項症から第３項症

下肢不自由 該当なし 特別項症から第３項症

体幹不自由 該当なし 特別項症から第４項症

心臓等内部機能障害 該当なし 特別項症から第３項症

２．交付対象者の拡大

改正前 改正後

○身体障害者 ○身体障害者

○知的障害者 ○知的障害者

○色素性乾皮症患者 ○色素性乾皮症患者

○戦傷病者

○精神障害者

身
　
体
　
障
　
害
　
者

戦
傷
病
者
（
新
規
対
象
）
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申
請
す
れ
ば
「
も
し
も
」
の
時
も
安
心
で
す
。

30
歳
未
満
の
皆
さ
ん
へ

【
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
】
が
あ

り
ま
す
。

国
民
年
金
は
、
日
本
に
住
む
20
歳
以
上

60
歳
未
満
の
全
て
の
方
が
加
入
し
、
保
険

料
を
納
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
経
済
的

な
理
由
な
ど
で
保
険
料
納
付
が
困
難
な
場

合
は
、
本
人
の
申
請
に
よ
り
保
険
料
納
付

が
免
除
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
免
除
制
度
は
、（
本
人
・
配

偶
者
・
世
帯
主
）
の
前
年
所
得
が
審
査
の

対
象
で
す
の
で
、
本
人
が
就
職
困
難
な
と

き
や
、
失
業
中
で
あ
る
等
の
理
由
で
あ
っ

て
も
、
所
得
の
あ
る
世
帯
主
と
同
居
し
て

い
る
と
、
保
険
料
が
免
除
さ
れ
な
い
場
合

が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
若
年
者
の
年
金
権
を
確
保

す
る
た
め
、
30
歳
未
満
の
方
（
※
学
生
を

除
く
）
に
つ
い
て
は
、
世
帯
主
の
所
得
に

関
わ
ら
ず
、
本
人
ま
た
は
配
偶
者
の
前
年

所
得
が
一
定
以
下
で
あ
る
場
合
、
保
険
料

納
付
が
猶
予
さ
れ
る
「
若
年
者
納
付
猶
予

制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

※
学
生
の
方
に
は
、「
学
生
納
付
特
例
制

度
」
が
あ
り
ま
す
の
で
、
若
年
者
納
付
猶

与
制
度
を
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

申
請
し
て
承
認
さ
れ
る
と

承
認
期
間

７
月
か
ら
翌
年
６
月
ま
で

（
年
度
途
中
で
30
歳
に
到
達
す
る
方
は
、

到
達
す
る
月
の
前
月
ま
で
）
※
審
査
結

果
（
承
認
ま
た
は
却
下
）
は
、
後
日
郵
送

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

承
認
を
受
け
た
期
間
は

将
来
老
齢
基
礎

年
金
を
受
け
る
た
め
の
資
格
期
間
に
は
認

め
ら
れ
ま
す
が
、
老
齢
基
礎
年
金
額
の
計

算
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
障

害
や
死
亡
と
い
っ
た
万
が
一
の
場
合
に

は
、
保
険
料
納
付
済
期
間
と
同
様
に
扱
わ

れ
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
が

支
給
さ
れ
ま
す
。（
一
定
の
受
給
要
件
が

あ
り
ま
す
。）

追
納
制
度

承
認
を
受
け
た
期
間
は
、
10

年
以
内
で
あ
れ
ば
保
険
料
を
さ
か
の
ぼ
っ

て
納
付
（
追
納
）
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
承
認
を
受
け
た
年
度
の
翌
年
度
か
ら
起

算
し
て
３
年
度
目
以
降
に
追
納
す
る
と
、

当
時
の
保
険
料
に
経
過
期
間
に
応
じ
た
加

算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。）
満
額
の
老

齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め
に
も
、
保
険

料
の
追
納
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

年
末
調
整
や
確
定
申
告
で
添
付
等
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
は
、
税
の
申
告
を
す

る
時
、
納
め
た
保
険
料
の
全
額
が
社
会
保

険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

こ
の
社
会
保
険
料
控
除
の
申
告
に
つ
い

て
、
平
成
17
年
３
月
に
所
得
税
法
が
改
正

さ
れ
、
平
成
19
年
中
に
納
め
た
保
険
料
に

つ
い
て
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
た
め

に
は
、
年
末
調
整
や
確
定
申
告
を
行
う
際

に
、
保
険
料
を
支
払
っ
た
こ
と
を
証
明
す

る
書
類
（
領
収
証
書
等
）
の
添
付
等
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付

さ
れ
た
方
に
は
、
社
会
保
険
庁
か
ら
「
社

会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証

明
書
」
が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
年
末
調

整
や
確
定
申
告
を
行
う
時
ま
で
大
切
に
保

管
し
て
く
だ
さ
い
。

【
日
時
】

12
月
15
日（
土
）

午
前
９
時
〜
12
時

【
受
付
】
午
前
８
時
45
分

【
場
所
】
川
西
文
化
会
館（
調
理
実
習
室
）

【
対
象
児
童
】
小
学
１
年
生
〜
６
年
生

（
１
年
生
・
２
年
生
は
保
護
者
も
参
加

し
て
く
だ
さ
い
。）

【
定
員
】
30
名（
応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

【
内
容
】
パ
ン
づ
く
り
・
フ
ル
ー
ツ
ポ
ン
チ

【
参
加
費
】
３
５
０
円

【
持
ち
物
】
三
角
巾
・
エ
プ
ロ
ン
・
タ
オ
ル

■
申
込
期
間

11
月
26
日（
月
）〜
30
日（
金
）

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

抽
選
に
は
ず
れ
た
方
の
み
、

12
月
５
日（
水
）ま
で
に
電
話
連
絡
し
ま
す
。

■
申
込
方
法

①
両
子
ど
も
セ
ン
タ
ー
へ

申
し
込
み
用
紙
持
参
②
い
ぶ
き
子
ど
も

セ
ン
タ
ー
へ
電
話
申
し
込
み
（
結
崎

小
・
唐
院
小
）
③
す
ば
る
子
ど
も
セ
ン

タ
ー
へ
電
話
申
し
込
み
（
二
階
堂
小
）

お
楽
し
み
　
炊
飯
器
で
作
る
ケ
ー
キ

な
ど
紹
介
し
ま
す
。

川
西
町
い
ぶ
き

す
ば
る

の
お
知
ら
せ 子
ど
も
セ
ン
タ
ー
か
ら

問
い
合
わ
せ

役
場
保
険
年
金
課
　
1
０
７
４
５
―
44
―
２
２
１
１
（
内
線
１
７
１
）

奈
良
社
会
保
険
事
務
局
桜
井
事
務
所
　
1
０
７
４
４
―
42
―
０
０
３
３

国
民
年
金

送　付　時　期

平成19年１月１日か

ら10月１日の間に保
平成19年

険料を納付された方
11月上旬

平成19年11月上旬の

送付対象とならなか

った方で、10月２日 平成20年

から12月31日までの ２月上旬

間に初めて納付され

た方

料
理
教
室

料
理
教
室�

料
理
教
室

料
理
教
室�

料
理
教
室�

手
軽
に
で
き
る

パ
ン
づ
く
り

お
も
い
お
も
い
の
形
を

作
っ
て
楽
し
み
ま
し
ょ
う
!!
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保育所への入所は、次に掲げる理由により児童の保護者及び
同居の親族並びに同居者が当該児童を保育できないと認められ
る場合に行われます。
①居宅外労働
昼間に居宅外で労働していることを常態としていること。
②居宅内労働
昼間に居宅内で児童と離れて日常の家事以外の労働をして

いることを常態としていること。
③妊娠及び出産等
妊娠中であるか、出産後間がないこと。
④疾病・障害
疾病にかかりまたは負傷し、心身に障害を有していること。
⑤同居親族の介護等
長期にわたり疾病の状態にあるか、心身に障害を有する同

居の親族を常時介護していること。
⑥家族の災害
震災、風水害、火災等の災害復旧にあたっていること。
⑦その他
町長が認める前各号に類する状態にあること。

保育料は、一律ではなく保護者の（主として父母）の所得
の状況に応じて決定されます。詳しくは役場住民福祉課まで
お問い合わせください。

保育料

保育所へ入所できる基準

全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ

イ
ン
」
強
化
週
間

夫
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
を
は
じ

め
と
し
て
職
場
等
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
な
ど

の
女
性
の
人
権
に
関
わ
る
問
題
全
般
に
つ

い
て
、
人
権
擁
護
委
員
の
中
の
男
女
共
同

参
画
社
会
推
進
委
員
が
左
記
の
と
お
り
無

料
・
秘
密
厳
守
で
電
話
相
談
に
応
じ
ま
す
。

日
時

11
月
12
日
（
月
）
〜
18
日
（
日
）

（
平
日
）
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時

ま
で

（
土
曜
日
・
日
曜
日
）
午
前
10
時
〜
午

後
５
時
ま
で

全
国
共
通
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル

1
０
５
７
０
―
０
７
０
―
８
１
０

対
象

県
内
在
住
の
女
性

相
談
員

奈
良
県
人
権
擁
護
委
員
連
合

会
男
女
共
同
参
画
社
会
推
進
委
員
（
人

権
擁
護
委
員
）

問
い
合
わ
せ

奈
良
地
方
法
務
局
人
権

擁
護
課
　
1
０
７
４
２
―
23
―
５
４
５
７

桜
井
県
税
事
務
所
か
ら
の
お
知
ら
せ

個
人
事
業
税
の
納
付
は
確
実
に
！

第
２
期
分
の
納
期
限
は

11
月
30
日
（
金
）
で
す
。

口
座
振
替
制
度
も
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

お
申
し
込
み
は
金
融
機
関
で
。

問
い
合
わ
せ

桜
井
県
税
事
務
所

1
０
７
４
４
―
43
―
３
１
３
１

地
方
消
費
税
を
ご
存
じ
で
す
か
？

一
般
に
「
消
費
税
５
％
」
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
実
は
、
国
の
税
金
の
消
費
税

は
４
％
で
、
残
り
の
１
％
分
は
県
の
税
金

の
地
方
消
費
税
で
す
。
こ
の
地
方
消
費
税

は
県
の
収
入
と
な
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
２

分
の
１
は
県
内
の
市
町
村
に
交
付
さ
れ
、

県
や
市
町
村
が
行
う
道
路
や
下
水
道
の
整

備
、
医
療
や
福
祉
の
充
実
、
小
・
中
・
高

等
学
校
教
育
、
環
境
保
護
事
業
な
ど
身
近

な
行
政
に
生
か
さ
れ
ま
す
。

お
買
い
物
は
県
内
で
！

奈
良
県
内
で
買
い
物
を
し
た
り
、
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
た
り
す
れ
ば
、
奈
良
県
に
入

る
地
方
消
費
税
が
増
え
、
さ
ら
に
、
県
内

市
町
村
へ
の
交
付
金
も
増
え
ま
す
。
そ
の

結
果
、
奈
良
県
や
県
内
市
町
村
が
行
う
身

近
な
行
政
が
、
質
の
高
い
も
の
と
な
り
、

住
み
よ
い
郷
土
づ
く
り
が
進
み
ま
す
。

「
川
西
町
の
皆
様
、
お
買
い
物
は
県
内

で
！
」
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

奈
良
県
総
務
部
税
務
課

1
０
７
４
２
―
27
―
８
３
７
１

役
場
税
務
課
　
1
０
７
４
５
―
44
―
２

２
１
１
（
内
線
１
３
４
）

平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
保
育
所
（
園
）
に
入
所
を
希
望
さ
れ
る
方
は
左
記
に
よ
り
役

場
住
民
福
祉
課
ま
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
入
所
申
請
書
は
11
月
１
日
か
ら
役
場
住
民
福
祉
課
窓
口
、
成
和
保
育
園
で
お
渡

し
し
ま
す
。

申
込
期
間
・
時
間

11
月
１
日
（
木
）
〜
16
日
（
金
）
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く

※
現
在
通
園
し
て
い
て
、
継
続
し
て
通
園
す
る
児
童
に
つ
い
て
は
、
後
日
継
続
申
請
書

を
送
付
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

役
場
住
民
福
祉
課
　
1
０
７
４
５
―
44
―
２
２
１
１
（
内
線
１
８
３
）

平
成
20
年
度
保
育
所
新
規
入
園
児
募
集
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10745-43-190010745-43-1900

お と な 保健センターで実施します

項　　　目 対　　　象 日　　　時 実　施　内　容

生 活 習 慣 病
予　防　相　談
※時間予約制
（１人約30分）

高血圧、糖尿病、
高脂血症（コレス
テロール・中性脂
肪が高い）、肥満な
ど生活習慣病を指
摘された方

体脂肪測定、生活習慣チェックをしま
す。保健師・栄養士が日常生活に関す
ること、食生活に関することなど個別
の相談に応じます。
＊健診や血液検査の結果などを持参し
てください。

11月26日（月）

実施時間
午前９時30分～

11時30分

予防接種法に基づく高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ

接種当日において65歳以上の方は、平成19年11月１日から12月31日までの期間に下記
の登録医療機関で１回接種することができます。
接種を希望される方は、保健センターまで予診票を取りに来てください。
＊接種料金：1,500円
＊町内登録医療機関：川西診療所、牧浦医院、池田医院、高井医院
＊町外の登録医療機関で接種を希望する場合は、保健センター窓口で手続きが必要です。
（手続きに必要な物：印鑑、1500円）

健康かわにし21計画推進キャンペーンのお知らせ

健康かわにし21計画（健康増進計画）では、“おいしくご飯をたべよう”“よく体を動
かそう”“検診を受けよう”の３本柱でみなさんの健康づくりを応援しています。

＊来年、3月ごろまで地域の公民館や公共施設等でキャンペーンを実施します。

＊平成19年度は「野菜を食べよう」をキャッチフレーズに野菜メニューの紹介や試食、講話な
どを実施します。

＊キャンペーンを実施できるところを募集しています。

＊申し込み・問合せは　川西町保健センターまで。

問い合わせ・申し込み問い合わせ・申し込み
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こ ど も 保健センターで実施します
＊母子手帳を持参してください

項　　　目 対　　　象 日　　　時 実　施　内　容

ママパパ教室

もうすぐお父さん、
お母さんになられる
方
（お一人の参加もでき
ます）

①12月１日（土）
受付時間
午前９時45分～

10時

②12月10日（月）
受付時間
午前９時45分～

10時

①妊娠～出産の経過について
＊パパ必見！沐浴・妊婦体験をしてみ
よう

②１歳までの赤ちゃんとのふれあい・
参加者同士の語らい

Ｂ　　Ｃ　　Ｇ
予　防　接　種

生後３ヵ月～６ヵ月児
未満の児
（平成19年５月14日～
８月13日生まれ）

11月13日（火）
受付時間
午後１時30分～

１時45分

BCGは結核を予防するワクチンです。
接種当日に満６ヵ月を超える児は任意
接種となりますので早めに受けましょ
う。
＊持ち物：予診票、体温計

４・５ヵ月児
健　康　診　査

生後４・５ヵ月児
（平成19年６月11日～
８月10日生まれ）
※対象者には個別通知
します。

12月７日（金）
受付時間
午後１時～

１時20分

身体測定、発達・生活・栄養・歯科相
談

問診、身体計測、内科診察、生活・栄
養相談
絵本の読み聞かせについて

Ｂ　ａ　ｂ　ｙ
ク　　ラ　　ブ
★申込み必要★

１歳頃までの児と保
護者

12月10日（月）
受付時間
午前９時45分～

10時

赤ちゃんとのふれあい遊びやお母さん
方が育児のことを気軽に話し合える場
です。

乳 幼 児 相 談
生後すぐ～就学前の児
育児のことで相談し
たい方

12月７日（金）
受付時間
午前９時～10時

麻しん・風しん混合予防接種を受けましょう
○第１期　　生後12か月（１歳）から24か月（２歳）未満で１回

○第２期　　平成13年４月２日～平成14年４月１日生まれの方は今年度麻しん・風し
ん予防接種第２期の対象となります。
接種期限は、平成19年３月31日までです。接種は済みましたか。期限が
過ぎると公費での接種はできません。子どもの体調がよければ早めに接
種をしましょう。

＊受付時間を変更しておりますのでご注意ください。

※転入などで予防接種の予診票を持っていない方は、保健センターまで連絡してください。
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□　モーターがうなるような異常な音はしていませんか？
□　焦げ臭いにおいはしていませんか？
□　モーターが異常に熱くなったりしていませんか？
□　スイッチを入れたら、ちゃんと羽根は動きますか？
□　羽根の回転が遅くなったりしていませんか？
□　羽根はちゃんと回っていますか？異常な振動音を出しながら回っていませんか？
□　電源コードを触れたり折り曲げたりしたら、動いたり動かなかったりする
ことはありませんか？

□　スイッチを入れても、動かない時はありませんか？

使
用
期
間
の
長
い
家
電
製
品
を
ご
使
用
し
て
い
る
皆
様
へ
　
経
済
産
業
省

使
用
期
間
の
長
い
家
電
製
品
に
よ
る
火
災
事
故
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
使
用
期
間
の
長
い
家
電
製
品
を
使
用
す
る
と
き
は
、
必
ず
点
検
を
実
施
し
ま
し
ょ
う
。

古い扇風機の安全チェックポイント

□　給水ホース継手部や本体下部から水漏れしていませんか？

□　本体が傾いたり、グラグラして不安定になっていませんか？

□　アース線が外れたり、取り付けられていなかったりしていませんか？

□　焦げ臭いにおいがしたりしていませんか？

□　運転中に異常な音や振動があったりしていませんか？

□　運転中に脱水層のフタを開いても、止まりにくくなっていませんか？

例えば、洗濯機

□　電源のコードの一部やプラグが、さわれなくなるほど熱くなったりしてい

ませんか？

□　焦げ臭いにおいがしたりしていませんか？

□　エアコンから、水漏れがしていませんか？

□　室外ユニットの架台やつり下げの取付部分が腐食したり、ゆるんでいたり

していませんか？

□　電源プラグの差込部が変色していたりしていませんか？

例えば、エアコン

□　電源スイッチを入れても、映像や音が出なかったりすることはありませんか？

□　電源スイッチを切っても、映像や音が消えなかったりすることはありませんか？

□　上下、または左右の映像が欠けたりすることはありませんか？

□　変なにおいがしたり、煙が出たりすることはありませんか？

□　誤って水をかけてしまったことや、内部にごみ等の異物を入れてしまった

ことはありませんか？

例えば、テレビ

１つでも 当てはまる項目があった場合…

使用中止の上、販売店、メーカーに連絡してください。

扇風機の他にも、
例えばこんな製品についてもご確認ください。

h

h
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DENGONBAN

11月

（川西町同和問題啓発活動推進本部）

○ナポくん相談コーナー
1０７４２－２３－１１０８
1＃９１１０（プッシュ式）
○お話ＦＡＸ 0742－24－0874

受付時間 終日
相談内容 犯罪被害やストーカ
ー・配偶者からの暴力・子ども
の非行・嫌がらせなどの事件や
事故に至っていないが不安や危
険を感じていることなど。
○痴漢等被害相談所
1０７４２－２２－７７１４
受付時間 午前８時30分～午後５
時15分（土･日･祝日を除く）
相談内容 主として痴漢等による
被害に関する相談。
○ヤング・いじめ110番
1０７４２－２２－０１１０
中南和少年サポートセンター
1０７４４－２７－４５４４
受付時間 午前８時30分～午後５
時15分（土･日･祝日を除く）
相談内容 子どもの非行問題、いじ
めなどで悩んでいる少年の相談。
○悪質商法110番
1０７４２－２４－９４４１
受付時間 終日
相談内容 悪質商法の被害に関す
る相談。
○性犯罪被害相談110番
1０７４２－２４－４１１０
受付時間 午前８時30分～午後５
時15分（土･日･祝日を除く）
相談内容 性犯罪被害の届出及び
性犯罪に関するあらゆる相談。
○覚せい剤110番

1０７４２－３３－１８１８
受付時間 終日
相談内容 薬物被害に関する相
談。
○暴力110番
1０７４２－２５－０１１０
○暴力団離脱110番
1０７４２－２３－９３８４
受付時間 終日
相談内容 暴力団に関する困りご
と相談・暴力団からの離脱に関
する相談。

「火は見てる
あなたが離れる　その時を」
11月９日（金）～15日（木）
全国一斉に、秋の火災予防運動

が実施されます。空気が乾燥し火
災が発生しやすい季節です。火の
取扱い後始末には十分注意しまし
ょう。この期間中、磯城消防署で
は、消防団及び婦人防災クラブ員
と合同で消防車、広報車による巡
回広報や自治会の消防訓練指導を
行い、火災予防を呼び掛けます。
住民のみなさまも、この運動を機
会に日ごろ忘れがちな火の恐ろし
さをあらためて思い起こし、地域
やご家庭で火事を出さないために
はどうすればよいかを考えてみま
しょう。
我が家を、火災から守るため、

次の「火の用心７つのポイント」
を重点的に注意してください。
①家のまわりに燃え易い物をおか
ない。②寝たばこやたばこの投げ
捨てをしない。③天ぷらを揚げる
ときは、その場を離れない。④風
の強いときは、たき火をしない。
⑤子どもには、マッチやライター
で遊ばせない。⑥電気器具は正し
く使い、たこ足配線はしない。⑦
ストーブには、燃えやすいものを
近づけない。
問い合わせ　磯城消防署予防係
10744－33－2461

日時 11月13日c

午前９時～12時
場所 磯城消防署
内容 普通救命講習（心肺そ生法
など応急手当）
受講料 無料
申し込み・問い合わせ
磯城消防署救急係
10744－33－2461

秋の火災予防運動

応急手当講習会

警察の相談窓口電話一覧
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今、私たちの日常生活を省みる

と人権に関わった（女性、障害者、

子ども、高齢者、同和問題、在日

外国人に対する差別など）問題が

たくさん存在しています。こうし

たことから人権週間（12月４日か

ら12月10日）の期間中、弁護士に

よる無料法律相談を開催します。

日時・場所 12月４日c

午後１時～４時

川西町福祉施設　ぬくもりの郷

申し込み・問い合わせ

11月15日e～28日d午前９時～

午後５時（土、日、祝日を除く）

先着順にて受け付けます。定員

になりしだい締め切ります。

・相談時間が限られておりますの

で、内容等については前もって

整理しておいてください。

役場住民福祉課

10745-44-2211（内線181）

日時 11月20日c午後12時～４時

30分（受付午前11時30分～）

場所 橿原ロイヤルホテル（橿原

市久米町652－2）

対象 おおむね35歳未満の就職希

望者・平成20年3月大学・短大

等卒業予定者

概要 企業約50社予定、企業担当

者との対話、会社案内資料の提

供、就職相談。予約不要。無料。

入退場自由。履歴書不要。手話

通訳あり。東京で伝説となった

就活トレーニング「ジコピー道

場」（自己PRセミナー）同時開催。

問い合わせ 奈良県経営者協会

10742－26－2008

http://www.nara-jobcafe.jp

11月12日（月）～25日（日）

夫・パートナーからの暴力、性

犯罪、売買春、セクシュアル・ハ

ラスメント、ストーカー行為等女

性に対する暴力は、女性の人権を

著しく侵害するものです。

私が　私であるために　１人で
悩まないで　相談してください。
女性への暴力は犯罪です。

本来、暴力は、その対象の性別や

加害者、被害者の間柄を問わず、決

して許されるものではありません。

日時 11月17日g

午前10時～午後４時

場所 田原本青垣生涯学習センター

内容 午前の部　演芸大会

午後の部　田原本北中学校吹奏

楽部による演奏、河内音頭、ビ

ンゴゲーム

シルバーマーケット開催（午前

10時～午後４時）

問い合わせ

磯城郡シルバー人材センター

10744－34－2054

都道府県が共同して、医療に恵

まれない地域の医療の確保と向上

及び地域の住民の福祉の増進を図

るために、医師を養成することを

教育理念として設立した大学です。

また入学料・授業料の修学資金

貸与制度もあり、特定の条件を満

たせば返還が免除されます。

資格 県内の高等学校を卒業した

者及び平成20年３月卒業見込み

の者、またはこれと同等の学力

がある者。

第１次試験

①学力試験

日時 平成20年１月28日b

午前９時～午後２時

科目 数学（Ⅰ･Ⅱ･Ａ）、理科（物

理Ⅰ･科学Ⅰ･生物Ⅰ）のうち２

科目選択、外国語（英語Ⅱ･リー

ディング･ライディング）

②面接試験

日時 平成20年１月29日c

午前10時10分～

前日の学力試験及第者を対象

会場 ①、②とも猿沢荘（奈良市

池之町３）

第２次試験

日時 平成20年２月６日d

科目 小論文及び面接試験

会場 自治医科大学（栃木県下野

市薬師寺3311－1）

出願受付 平成20年１月４日f～

22日cまでに県内窓口（下記記

載）あてに書留速達郵便または

配達記録速達郵便で提出

問い合わせ（出願方法・その他）

自治医科大学学事課

〒392-0498 栃木県下野市薬師

寺3311－1 10285－58－7045

県内窓口　県医務課医療看護係

〒630-8501 奈良市登大路町30

10742－27－8645

シルバーフェスティバル

自治医科大学入学希望者募集 弁護士による無料法律相談

ならジョブカフェ
「企業合同説明会」

女性に対する暴力を
なくす運動 主唱：内閣府

主な相談機関
警察、配偶者暴力相談支援セ

ンター、法務局　等

全国共通ＤＶホットライン

０１２０－９５６－０８０
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防衛省では、任期制自衛官（２
等陸・海・空士）及び自衛隊生徒
を募集しています。
○任期制自衛官（２等陸・海・空士）
応募資格 18歳以上27歳未満の男子
受付期間 年間を通じて
試験日 12月９日a、他あり
試験会場 航空自衛隊幹部候補生
学校（奈良市法華寺町）
○自衛隊生徒
応募資格 平成20年４月１日現
在、15歳以上17歳未満（平成３
年４月２日から平成５年４月１
日までの間に生まれた者）の男
子で、中学校卒業者又は中等教
育学校の前期課程修了者（平成
20年３月に中学校卒業又は中等
教育学校の前期課程修了見込み
の者を含む。）
受付期間 平成19年11月１日e～
平成20年１月８日c

試験日
１次試験　平成20年１月12日g

２次試験　平成20年１月25日～
28日までの間の指定する１日
試験会場 航空自衛隊幹部候補生
学校（奈良市法華寺町）
ホームページ等でも資料閲覧、
請求ができます。奈良地方協力
本部（ＰＣ用）
http://www.mod.go.jp/pco/nara

問い合わせ 自衛隊橿原地域事務
所　10744－27－9600

日時 11月28日d･29日e・30日
f･12月３日b･４日c

午後１時30分～３時30分
受講料 1,000円（テキスト代含む）
定員 ８名（先着順）・パソコン
持参できる方
内容 ワード・エクセル（詳細は
商工会へ）
場所 川西町商工会館　１階
申し込み 川西町商工会窓口

10745－44－0480

日時 11月23日f～25日a

午前９時～午後５時

会場 宇陀市菟田野産業振興セン

ター　宇陀市菟田野区古市場

1596－21

内容 ◆ミンク、ムートン、フォ

ックス等のコートやジャケット

バック、ストール、キーホルダー

等の各種小物を展示・即売（3,000

点以上）◆ファッションショー

＆トーク・ライブ ◆毛皮革小物

手作り教室◆大衆演劇「やまと

座」公演23日f24日g午前10時

～　◆チャリティーオークショ

ンの開催25日a 午後２時～

◆小・中学生から募集した毛皮

革製品啓発ポスターの展示

◆専門学校、一般から募集した

毛皮革製品デザイン画の展示

◆小物品特設コーナー等

問い合わせ　宇陀市菟田野産業振

興センター10745－84－4059

県商工労働部商工課地域産業振

興係10742－27－8804

「守ろう！確かめよう！
この最低賃金」

県内で事業を営む使用者及びそ

の事業所で働くすべての労働者

（臨時、パートタイマー、アルバ

イト等を含む）に適用される奈良

県最低賃金が、改正されました。

奈良県最低賃金　時間給　667円

効力発行年月日 平成19年10月25日

問い合わせ 奈良県労働局賃金室

10742－32－0206 桜井労働基

準監督署　10744－42－6901

日時 11月10日g～11日a

午前10時～午後４時
会場 宇陀市総合体育館

宇陀市榛原区萩原1057

内容 ◆ミンク、ムートン、フォ
ックス等のコートやジャケット
及びバック、ストール、キーホ
ルダー等の各種小物を展示・即
売　◆バルーンショー　◆マジ
ックショー　◆毛皮革製品オー
クションの開催10日g午後１時
～　◆毛皮革製品抽選会の開催
11日a午後１時～
※同会場で「宇陀じまん市」を
開催しています。

問い合わせ 宇陀市菟田野産業振
興センター10745－84－4059

県商工労働部商工課地域産業振
興係10742－27－8804

交通事故や詐欺などの犯罪の被
害にあい、警察や検察庁に訴えた
が、検察官がその事件を不起訴に
し、裁判にかける手続きをとって
くれない。どうも納得がいかない。
こんな不満をお持ちの方は検察

審査会へご相談ください。
検察審査会では、選挙権を有す

る国民の中から「くじ」で選ばれ
た11人の検察審査員が、検察官が
事件を起訴しなかったことのよし
あしを審査します。
問い合わせ 大和高田市大中101

－4 葛城支部裁判所内
葛城検察審査会事務局
10745－53－1012

毛皮革ファッションフェア自衛官等募集

初級パソコン講習会

奈良県最低賃金
改正のお知らせ

奈良県毛皮革フェア
ＩＮ　ＵＴＡＮＯ

ごぞんじですか？
検 察 審 査 会
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町民憲章
●緑豊かなまち。美しい自然と環境を守り、住みよいまちを創りましょう。
●未来に伸びるまち。産業の振興につとめ、活力あるまちを創りましょう。
●平和に暮らせるまち。人権を尊重し、笑顔あふれる優しいまちを創りまし
ょう。
●歴史が息づくまち。貴重な文化遺産を守り、文化の香り高いまちを創りま
しょう。
●健康あふれるまち。心身をきたえ、スポーツに親しみ、明るいまちを創り
ましょう。

人　口／9 , 2 3 1人

男　4 , 4 5 7人

女　4 , 7 7 4人

世帯数／3 , 3 7 8世帯

（平成19年10月１日現在）

みんなでつくろう安心の街

秋の交通安全県民運動

９月21日から30日の10日間、秋の交通安全県

民運動が実施されました。出発式のあと、国道

24号線でドライバーに安全運転を呼び掛けまし

た。この期間、磯城地区では事故抑止を訴える

様々な行事がおこなわれました。

また、県内で高齢者の交通事故が激増してい

ます。以下の３点を守って、交通安全に努めて

ください。

・道路を横断するときは、必ず止まって左右を

よく確認してください。

・信号機のあるところでは、信号機の灯火に従

って渡ってください。

・夜間外出する際には、できるだけ反射材を着

用するようにしてください。

みんなでなくそう、踏切事故
踏切事故防止キャンペーン
11月１日(水)～10日(金)

踏切を通行する際は、一旦停止と左右の
安全確認を守りましょう。

職員（アルバイト）の登録募集

川西町子育て支援センター

川西町子育て支援センター事業スタッフの登

録を募集します。

資格 保育士または幼稚園教諭の有資格者

受付期間 11月30日fまで（水、日、祝日を除

く）午前９時～午後５時

提出書類 登録用紙（川西町子育て支援センタ

ー発行）、履歴書、資格証明書（免許状の写し）

問い合わせ及び提出先

川西町子育て支援センター

1０７４５－４３－２５７５

10月12日　運動会の様子
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第21回川西文化祭開催（11月３日（土）～11月５日（月））のため、11月８日（木）まで川西文化会館を休館しま
す。なお図書館は通常どおり開館します。また11月３日（土・祝）は文化祭開催にともない臨時開館します。

休 館 の お 知 ら せ

学校・家庭・地域が協力して、子供たちの食生活を守りましょう
日　　　　時 平成19年11月３日（土）午前10時から（川西文化祭１日目）
場　　　　所 川西文化会館エレベーター前
人　　　　数 先着500名（試食の品がなくなり次第終了しますのでご了承ください。）
試食メニュー ツナのお浸し　大豆のカリカリ揚げ

川西文化祭で学校給食の試食を行います

生涯学習事業として４月より練習を行ってきました少年少女合唱団、子どもお琴教室、和太鼓教室の
３教室と、親子リズムサークル、スマイル川西による発表会を川西文化祭のステージで行います。
11月３日（土）13：00開場、13：30開演　コスモスホールにて

発売日 催　　し　　物 金　　額 開演日時

「秋桜コンサート」
KCSS郡山シティー・シャープサウンズ

発売中 前売 500円 11月18日A

当日 1000円 午後２時～

入場無料
入場整理券を 12月２日A

配布中
文化会館にて配 午後２時～

第３回目を迎えるバンドフェスティバル 布しています。
いろいろなジャンルのバンドが出演します。
ぜひ、お越しください。

チケット発売案内

子 ど も 発 表 会

第3回
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春は桜の吉野山、秋は紅葉の竜田川と、古来「歌枕」
で知られた竜田川が、斑鳩の西を流れています。その歌
枕に由来した県立竜田公園や三室山、そして融念寺の恵
宝殿等を見て歩きます。また古道奈良街道沿いの町並が、
龍田市でにぎわいをみせた往時をしのばせます。
日時 平成19年11月17日（土）結崎駅８時50分集合　雨天中止
行程 結崎駅→筒井（バス）→龍田神社前下車→吉田寺

→融念寺（神南重要文化財収蔵庫）→神岳神社→
三室山→龍田城跡→県立竜田公園→龍田の町並み
（奈良街道）→龍田神社→神社前（バス）→筒井
筒井駅→結崎駅
結崎駅着午後３時30分頃の予定。

費用 交 通 費　結崎駅－筒井駅（往復） ４００円
バス料金　筒井－龍田神社前（往復） ６４０円
拝 観 料　神南重要文化財収蔵庫　　　３００円

弁当、飲み物は各自ご用意下さい。
ご案内 福山清市　144－2602 森川和郁　144－0706

四辻恒雄　144－0195 中尾　陽　143－0336

川西町文化協会所属　10月のご案内

第52回歩いて見よう会�第52回歩いて見よう会�第52回歩いて見よう会�

斑鳩の里　紅葉、せせらぎ、詩情ゆたかに歩く

奈良県立明日香養護学校では、平成20年度に入学（転入学）を希望する障がいのある生徒とその保護者に対して、
本校の肢体不自由教育についての理解と認識を深めていただくため、体験入学を行います。

また、本校では、奈良県内全域を対象に、訪問教育を行っています。障がいが重かったり病気など健康上の理由

から、或いは家庭の都合などで学校に通学することの困難な生徒の家庭に教員が訪問して行う教育です。

（中学部） 日時 平成19年12月４日（火）午前９時～午後１時（給食の試食を行います）
対象 肢体不自由を有する小学6年生と保護者及び関係者

訪問教育の体験を希望される生徒と保護者及び関係者（当日参加の困難な 場合はご相談ください）

（高等部） 日時 平成19年12月６日（木）午前９時～午後１時（給食の試食を行います。）
対象 肢体不自由を有する中学3年生と保護者及び関係者

訪問教育の体験を希望される生徒と保護者及び関係者（当日参加の困難な場合はご相談ください）

問い合わせ・申し込み先 県立明日香養護学校（〒634－0141高市郡明日香村川原410 10744－54－3380）

明日香養護学校体験学習 ＜中学部・高等部＞

みんなで知ろう！人権スポット
（磯城郡人権教育推進連絡協議会研修会）

日　時 2007年11月27日（火）午後１時30分～
場　所 川西文化会館けやきホール
内　容 演題「ゆっくり見て！聞いて！

しき郡人権さんぽ」
講　師 奈良県同和問題史料センター

所長　吉田栄治郎さん

と　き 2007年11月19日（月）
午後１時30分～午後３時

ところ 川西文化会館２階サークルＡＢＣ
内　容 講演　「子育てから見た人権」

～「子どもは宝」の原点を探る～
講師　奈良大学講師　藤掛　永良さん

2007年度

第５回人権教育研修講座開催について
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出 演 者 募 集 ！
川西町少年少女合唱団では２月末～３月上旬に行われる第２回こどもフェスティバルにおいて親子ミ

ュージカル「おむすびころりん」に参加していただく出演者を募集しています！！

一緒に楽しい舞台を作りませんか？

歌っていただくのは２～３曲、練習は12月からの月２回程度、土曜日の午前中です。
対　　　　象 ４才以上から大人まで

申し込み方法 11月30日（金）までに教育委員会事務局社会教育課までお申し込みください。
問い合わせ先 10745－44－2214 （申込み用紙は、文化会館窓口にあります。）

「第３回市町村対抗子ども駅伝競走大会」における川西町予選会開催について
今年も「市町村対抗子ども駅伝競走大会」が実施されます。この大会は、子どもたちの体力低下が懸念さ

れるなか､長距離走の普及と､駅伝を通じスポーツ全般に必要な基礎体力の向上と子ども達の連帯感を養うこ

とを趣旨とする大会です。川西町においても、町代表チームを結成し､本大会に出場する予定です。

下記の要領で予選会を実施いたしますので、ご参加いただきますようお願いします。

問い合わせ　中央体育館　0745－44－1616 休館日　水曜・祝日

●11月の町民開放日（体育館アリーナ）は、
11月24日（土）です。（対象者は、川西町
在住・在勤者）

●12月分の運動場抽選会は、11月26日（月）
中央体育館２階会議室で、午前９時より

行います。

順位 チーム 勝点 勝 負 分 失点計
１ ＧＭＢ 32 8 0 0 29
２ イースト 26 6 1 1 24
３ 梅花クラブ 20 5 3 0 49
４ エゴイスト 18 4 3 1 34
５ 市八会 10 2 5 1 99
６ 下永 4 1 7 0 103
７ 大阪精工 2 0 7 1 90

川西町体育協会

Ｋリーグ順位表（第4節まで）

（予選会）
日　　時 平成19年12月8日（土）

９：30集合　10：00開始
雨天中止決定　８：30
中央体育館にＴＥＬで確認ください。
雨天予備日12月20日（木）
13：30集合　14：00開始
20日が雨天の場合、21日（金）
13：30集合　14：00開始

場　　所 川西健民グラウンド
主　　催 川西町教育委員会
対 象 者 町内在住の小学５・６年生の男女
予選内容 トラック内約２km走行し、タイム計測する。
選抜方法 タイム上位　男子７名、女子６名の大会

出場13名を選抜。（一次選考）
申込受付 平成19年11月５日（月）～26日（月）まで

９時～17時の間
中央体育館窓口（水・祝休館）で申込用紙
を記入し提出してください。

（本大会）
第３回市町村対抗子ども駅伝競走大会
日　　時 平成20年３月8日（土）

９：00～13：00 小雨決行
場　　所 奈良県北葛城郡広陵町

馬見丘陵公園内
主　　催 奈良県、奈良県教育委員会
内　　容 県内39市町村対抗駅伝
対 象 者 小学５・６年生の男女
距　　離 全16.05km 全９区（男子５区間、

女子４区間）１区間平均1.78km
（２月頃に行う最終選考会にて
区間走者等を決定）
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町立図書館：川西文化会館内　電話 0745－44－2212 ＦＡＸ 0745－44－2920 休館日／毎水曜日・祝日

第一金曜日・年末年始・特別整理期間　　開館時間／9：30～17：00

川西町ホームページ“http://www.town.nara-kawanishi.lg.jp/"

30日は町民体育祭のため休館
（雨天中止のときは開館）３日は文化祭のため開館

～図書館カレンダー～

1111月月

は休館日 はおはなし会

図図図図書書書書館館館館ののののホホホホーーーームムムムペペペペーーーージジジジををををごごごご利利利利用用用用くくくくだだだだささささいいいい

図書館のホームページでは、利用案内や行事の
お知らせ、蔵書の検索ができます。アドレスは、
次のとおりです。どうぞご利用ください。

http://library.town.kawanishi.nara.jp

1212月月

町立図書館

こんな本もどうぞ ～新しく入った本から～

IQってホントは何なんだ？ 村上　信弘 日経ＢＰ社
オトナの片思い 石田衣良ほか 角川春樹事務所
大人になるための社会科入門 乙武　洋匡 幻　冬　舎
おりがみ食卓を楽しく 布施　知子 誠文堂新光社
株式会社はどこへ行くのか 上村達男ほか 日本経済新聞社
川瀬敏郎花に習う 川瀬　敏郎 平　凡　社
旧かなづかひで書く日本語 荻野　貞樹 幻　冬　舎
芸術脳 茂木健一郎 新　潮　社
構造改革の時代をどう生きるか 森永　卓郎 日経BP社
賢者のデジタル 山根　一眞 マガジンハウス
子どもを理科好きに育てる本 中野不二男 角川学芸出版
小紋文様 高田　啓史 グラフィック社
これでいいのか日本戦後60年の失敗 上坂　冬子 大 和 書 房
思春期をともに乗り越える母親力 魚住　絹代 大 和 出 版
社会保険これでスッキリわかる！ 井戸　美枝 日本実業出版社
少年スポーツダメな指導者バカな親 永井　洋一 合 同 出 版
城山三郎が娘に語った戦争 井上　紀子 朝日新聞社
1950年のバックトス 北村　　薫 新　潮　社
捜査官ガラーノ 講　談　社
宙
そら

飛ぶ教室 小倉千加子 朝日新聞社
大好きな本 川上　弘美 朝日新聞社
田んぼで出会う花・虫・鳥 久野　公啓 築 地 書 館
沈底魚 曽根　圭介 講　談　社
新潟樽きぬた 明和義人口伝 火坂　雅志 小　学　館
日本詩歌小辞典 塩田　丸男 白　水　社
信長は本当に天才だったのか 工藤　健策 草　思　社
華より幽へ 観世栄夫自伝 観世　栄夫 白　水　社
風紋 大庭みな子 新　潮　社
「不育症」をあきらめない 牧野　恒久 集　英　社
古本屋を怒らせる方法 林　　哲夫 白　水　社
暴走老人！ 藤原　智美 文 藝 春 秋
マンハッタンを歩く ピート・ハミル 集　英　社
ユビキタスとは何か 坂村　　健 岩 波 書 店
読みにくい名前はなぜ増えたか 佐藤　　稔 吉川弘文館
60歳からの仕事ガイド 上田信一郎 実業之日本社11月のおはなし会

◎小さい人　４才～１年生まで　　11日G  

◎大きい人　２年生～中学生まで　25日G

どちらも11時からおはなしのへやで

パトリシア・
コーンウェル

～干支を飾る～

大人のためのおりがみ講習会
来年の干支《子

ね

》の折り方をおぼえましょう
と　き 平成19年12月９日a

10：00～12：00

ところ 川西文化会館　１階　創作室
講　師 岡田幸与さん（日本おりがみ協会講師）
持ち物 おりがみ（15ｃｍ角程度）３枚［ねずみ：

１枚、こづち：２枚］、はさみ、のり
対　象 町内在住の方、20名。

定員を超えた場合は抽選を行います。抽
選にご来館いただく必要はありません。

申込み 11月８日e午前９時30分から11月30日f

午後５時まで、図書館１階カウンターま
たは電話（0745－44－2212）で受け付け
ます。ただし14日・21日・28日dと23

日-を除きます。
ご注意
１．先着順ではありません。
２．申込みはお一人で１名分しかできません。
３．材料は各自でご持参ください。

〈作品例〉


